
●本指針に係る関係法令・通達等

労働安全衛生法施行令

・第2条～第6条（総括安全衛生管理者等を選任すべき事
業場等）

・第7条（統括安全衛生責任者を選任すべき業種等）
・第8条～第9条（安全、衛生委員会を設けるべき事業場）
・第9条の3（安衛法第31条の2の政令で定める設備）
等

政令

省令

労働安全衛生法

・第3章 安全衛生管理体制
・第10条～第14条（総括安全衛生管理者、安全管理者等）
・第15条～第16条（統括安全衛生責任者等）
・第17条～第19条の2（安全・衛生委員会等）

・第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
・第29条～第32条（元方事業者等の講ずべき措置等）

等

法律

●労働安全衛生法の改正（平成18年4月1日施行）

・第30条の2（製造業等の元方事業者等の講ずべき措置）
・第31条の2（化学設備等の改造等の仕事の注文者の講ず
べき措置）

・第32条（請負人の講ずべき措置等）＜第30条の2及び第31
条の2の新設に伴う改正＞
等

この解説マニュアルでは以下原則として、「労働安全衛生法」を単に「安衛法」、「労働安全衛生法施行令」は「令」、労
働安全衛生規則は「安衛則」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律」は「派遣法」、「製造業（造船業を除く）における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」は「本指
針」 、 また「元方事業者による建設現場安全管理指針（平成7年4月21日基発第267号の２）」は「建設元方指針」、「安
衛法またはこれに基づく命令」は「安衛法令」と略記します。

労働安全衛生規則

・第643条の2～第643条の7（製造業等の元方事業
者等の講ずべき措置）
・第662条の3～662条の4（化学設備等の改造等の
仕事の注文者の講ずべき措置）

・第2条～第24条の2（安全衛生管理体制）
・第634条の2～第664条（特定元方事業者等に
関する特別規制） 等

ここで、本指針の労働安全衛生法の体系の中での位置づけの概要を示しておきます。
本指針の解説マニュアルの各項目の解説の中では、下図の各関係法令から通達までを適時参照します。

（安衛法等の改正内容等）
○ 労働安全衛生法等の一部を改正す

る法律について（平成17年11月2日付け
基発第1102002号）

○ 労働安全衛生法等の一部を改正す
る法律（労働安全衛生法関係）等の施

行について（平成18年2月24日付け基発
第0224003号）

・ 製造業の元方事業者等の講ずべ
き措置
「一の場所」の範囲等

関係通達

●鉄鋼生産設備の非定常作業における

安全衛生対策のためのガイドライン
（平成9年3月24日付け基発第190号）

●製造業（造船業を除く。）におけ
る元方事業者による総合的な安
全衛生管理のための指針

（平成18年8月1日付け基発第0801010号)

本指針

労働基準法 労働者派遣法

第11次の労働災害防止計画（平成
20年度～平成24年度）

請負労働者等が混在する作業間の連
絡調整をはじめとする法令及び本指針
に基づく措置の周知徹底を図る。

（本指針の解説）

この解説マニュアルの作成
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